
まちづくり委員会行政視察概要  

 
 
 
１ 視察月日  平成２８年５月９日（月）～５月１０日（火）  

 
２ 視察先及び視察事項  
（１）神戸市  

①  空き家活用相談窓口について  
②  まちなか防災空地整備事業について  
③  火災に強い住宅への補助制度「まちの不燃化促進事業」について  

（２）大阪市  
①  大阪市エリアマネジメント活動促進条例の制定・地権者負担のまちづくり制度  

（ＢＩＤ）の導入について  
②  阪急電鉄京都線・千里線（淡路駅付近）連続立体交差事業について  
③  三国東地区土地区画整理事業について  

 
３ 視察委員  

委  員  長 木 庭 理香子      
副委員長 野 田 雅 之      
委  員 坂 本   茂      

同     浅 野   文 直      
同     廣 田 健 一      
同     花 輪 孝 一      
同     山 田 晴 彦      
同     雨 笠 裕 治      
同     石 川 建 二      
同     勝 又 光 江      
同     三 宅 隆 介      
同     重 冨 達 也      

 
 



４ 視察概要―①  
（１） 視察先  
    兵庫県神戸市  

 
（２） 視察月日  
    ５月９日（月）  

 
（３） 対応者  

① 空き家活用相談窓口について  
神戸市住宅都市局住宅部住宅政策課 課長  

  ② まちなか防災空地整備事業について  
  ③ 火災に強い住宅への補助制度「まちの不燃化促進事業」について  

神戸市住宅都市局計画部まち再生推進課 担当課長  

 
（４） 調査項目  

① 空き家活用相談窓口について  
ア 空き家活用相談窓口開設の背景  

神戸市内の全住宅に占める空き家率は、平成２５年当時で１３．１％であ

り、その中でも、使い道が定まらないまま、賃貸にも売却にも出されていな

い空き家の有効活用が課題となっていた。  
平成２６年５月に空き家活用に関するプロジェクトチームを設置し、学識経

験者や民間の宅建業協会、銀行等を中心に空き家活用、中古住宅市場の活性

化について議論を行った。その中で、行政に期待するサービスについてアン

ケートをとった結果、相談窓口の設置希望が最も多かった。  
検討結果を踏まえて、空き家活用への支援を望むニーズに対応するととも

に、中古住宅市場の流通活性化を目的として、空き家活用相談窓口を平成２

７年１１月３０日に開設した。  
イ 概要及び特徴  

建築士や不動産事業者が専門相談員となって窓口で空き家所有者の相談に

応える仕組みとなっている。住まいの総合相談窓口である、神戸市すまいと

まちの安心支援センター「すまいるネット」内に開設した。  
相談を受けるだけでなく、相談内容や所有者の抱える課題に応じて、空き家

管理業者やリフォーム事業者、不動産事業者などの提携事業者から提案を受

け、課題の解決に結びつけていく、「事業者連携」が大きな特徴である。  
また、窓口相談をメインに据えつつ、固定資産税納税通知書に相談窓口の

案内チラシを同封するなど、使われていない空き家の掘り起こしにも取り組

んでいる。  



ウ 利用状況及び今後の課題について  
      平成２７年１１月３０日開設以降、１日あたり概ね１件程度の相談件数で

あったが、平成２８年４月から、固定資産税の納税通知書に案内チラシを同

封したところ、件数が約８倍に増加し、現在累計で約２００件となっている。  
相談内容としては、売却や処分の相談が多いが、耐震性の問題や土地の高

低差等の立地状況によって、中古住宅市場に乗らず、課題解決に結びつける

ことのできない物件も多い。今後、現在までに蓄積した約２００件のデータ

を分析し、こうした課題をフォローする方途を検討する必要があると考えて

いる。  
② まちなか防災空地整備事業について  
③ 火災に強い住宅への補助制度「まちの不燃化促進事業」について  

ア 事業の背景  
「まちなか防災空地整備事業」及び「まちの不燃化促進事業」については、  

     いずれも平成２３年３月に策定した「神戸市密集市街地再生方針」に基づい  
て取り組んでいる。  

平成７年１月１７日に発生した阪神淡路大震災で被害の大きかった地域に

は、昭和１３年に発生した阪神大水害や第二次世界大戦の戦災を免れていた

密集市街地が多かった。神戸市内で同時多発火災が５９件発生し、６，９６

５棟が全焼、焼損面積は８１９，１０８㎡にも及んだ。狭い路地を倒壊した

建物が塞ぎ、消防水利が遮断されたり、道路未整備により同時多発的に発生

した火災の延焼を防げなかったりと複合的災害の様相を呈していた。  
      震災から２０年が経過するが、震災でも被害に遭わなかった密集市街地が

まだ残っており、当該密集地域の課題解決が求められた。こうした状況を踏

まえて、平成２３年３月に、密集市街地の整備改善を進め、地域に暮らす市

民、事業者、行政の協働と参画の取り組みの指針となる「神戸市密集市街地

再生方針」を策定した。優先的に防災まちづくりに取り組む地区として、灘

北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水の４地区を「密集市街地再生優先地区」

に指定した。  
延焼危険性や避難・消化の困難性といった課題に対して、地域ごとの魅力

（「わがまちらしさ」）を大事にしながら、地域と将来像を共有し、多様な施

策、制度を組み合わせて地域を支援し、課題解決に取り組んでいる。  
イ 事業概要  
  「まちなか防災空地整備事業」は、密集市街地における空き地について、

火災の延焼防止スペースを確保することを目的に、災害時には一時避難場所

や消火活動用地、緊急車両の回転地として、平時には広場やポケットパーク

などのコミュニティ活動の場として有効利用するための整備を支援する事業

である。  



事業の流れとしては、まず土地所有者、まちづくり協議会、神戸市の三者

で、事業実施について協定を締結する。次に、神戸市は所有者から無償使用

貸借契約に基づいて土地を無償で借り受ける代わりに、当該土地にかかる固

定資産税を非課税とする。まちづくり協議会は神戸市と管理協定を締結して

整備費の補助（上限１００万円または１㎡につき１万円）を受けながら、空

き地を防災空地として整備し、維持管理を行う仕組みとなっている。  
現在空き地ではなく、老朽建築物を解体した跡地を空地として提供してもら

える場合には、所有者に対して「老朽建築物等除却事業」として除却工事に

要する費用（上限２万４，０００円 /㎡）を補助する取組も行っている。  
「まちの不燃化促進事業者」についても、火災の延焼防止を目的に、耐火

性能に優れた住宅を新築する際に、建築主を対象に１件あたり１００万円の

補助を行う事業である。申請期間は平成２８年４月１日から平成２８年１２

月２７日までで、予算がなくなり次第終了となる。不燃化促進事業について

は、川崎市においても同趣旨の事業が川崎区や幸区で行われており、補助率

の設定などの面で、川崎市はきめ細やかな対応がなされていると考えている。 
ウ 事業の実績  
  平成２３年の「神戸市密集市街地再生方針」の策定以降、「まちなか防災空

地整備事業」については、「密集市街地再生優先地区」に指定した灘北西部、

兵庫北部、長田南部、東垂水の４地で合計４１カ所、「まちの不燃化促進事業」

については合計２７件整備を行っている。  

 
（５） 質疑概要主な質疑内容等  

① 空き家活用相談窓口について  
Ｑ 空き家の地域集会所としての利活用について 

Ａ 所有者から地域の集会所として空き家を市に無償で提供したいという申し

出もあるが、狭隘な道路に接する物件が多く、公益施設としての利用を考え

た場合、道路の幅員に係る建築基準法の制約をはじめ、耐震性に問題がある

場合には、空き家所有者が補修を行う必要があるため、現状として実現には

至っていない。地域のための空き家活用という視点から有効な対策を検討し

ていきたいと考えている。  
Ｑ 相談者が来所した場合の課題解決の方向性について  
Ａ 空き家であっても管理を適切に行えば、放置による危険性を低減すること  

ができるため、まずは維持管理の適正化について啓発を行っている。  
  また、空き家単体では利活用が難しい場合でも、地域の中で同様の空き家

が複数生じれば、当該複数物件を同一の敷地内にあるものとみなして建築規

制を適用する連担制の対象として取扱い、解体・除却の上、防災空地として

利用できる可能性もあるので、解体について提案を行うこともある。  



Ｑ 相談者が所有者や所有権の承継者ではない場合の対応について  
Ａ 空き家活用相談窓口は、主に空き家所有者に向けての事業であるため、例  

えば近隣住民からの危険な空き家除却等の相談には直接的な対応はできない。 
しかし、老朽危険家屋対策を横断的に行う専門の部署である安全対策課が

設けられているので、所有者以外からの通報に対しても、神戸市役所として

部局間で連携して危険性の除去に取り組んでいる。  
Ｑ 将来的な土地利用を想定し、行政が空き家を複数ストックする対応の可能

性について  
Ａ 空き家のストックが複数たまるまでの間、維持管理の費用が発生すること

になるため、費用対効果に見合うだけの土地利用を将来的に見込めるかどう

かの見極めが非常に大事である。ハードルは高いが、空き家活用の有効手段

の一つであり、今後検討していく必要があると考えている。  
Ｑ 民間事業者がすでに相当数の物件を扱っている中古住宅市場の中で、相談

活用窓口に、現在約２００件もの相談が寄せられていることに対する感想に

ついて  
Ａ 神戸市は、阪神淡路大震災の際に六甲山より南側は被害が大きかったが、

山際の地域は比較的被害が小さかった。こうした地域は道が狭隘であったり

坂道が多かったりして、不動産事業者に相談しても売却が困難なケースが多

く、公的な窓口に新しい施策を求める相談が寄せられる傾向にある。そのた

め、現在の空き家の相談件数自体は想定の範囲内であった。  
Ｑ これまでの相談の傾向および解決の方向に進んだ件数  
Ａ 詳しい内訳は現在集計中であるが、売却や賃貸としての利用を希望する相

談内容が多い。相談件数約２００件のうち、特定の物件を対象とする具体的

な相談は約４０件である。さらに提携事業者から解決の提案を受ける専門相

談の対象となったものは十数件で、実際に中古住宅市場に乗ったのは５件ほ

どである。実際相談があったとしても、具体的にそれが解決に結びつくのは、

２００件のうち１０件ほどと少ないのが現状である。  
Ｑ 東京都の世田谷区では、空き家活用について、大家とＮＰＯの橋渡しの役

割を行政が果たしている事例があるが、神戸市のすまいるネットはどのよう

に機能しているか。  
Ａ 中古住宅市場のニーズに乗らない空き家の問題について、現在まだ件数が

２００件であり、十分には機能していない実態がある。まちづくり施策の中

では、地元の相談や需要に応じてコンサルタントを派遣して、地域コミュニ

ティがしっかり機能している場合には、ＮＰＯとのマッチングにうまく結び

つくこともある。しかし、空き家活用窓口においては、まだ相談員の派遣等

は行っていない状況である。また、地域によってはまちづくりの機運そのも

のが低い場合もあり、そうした地域に対して、空き家の有効活用を働きかけ



る仕組みづくりを模索していく必要性があると考えている。  

 
② まちなか防災空地整備事業について  
③ 火災に強い住宅への補助制度「まちの不燃化促進事業」について  

Ｑ 「まちなか防災空地整備事業」の財源について  
Ａ 「まちなか防災空地事業」については国と神戸市で事業費を負担して行っ

ており、負担割合としては、国から２分の１の補助が行われている。  
Ｑ 「まちなか防災空地整備事業」について、土地所有者が市に土地を無償で

貸し出した後に、再び土地利用を復活させたい場合に受ける制約等について  
Ａ 事業対象となる土地について、「少なくとも３～５年、最低３年以上は空  
地として提供すること」を条件として設定し、協議を行っている。  

Ｑ 優先地区に指定されている４地区の特色について  
Ａ いずれも、戦災や震災による大きな被害を免れて、なおかつ建て替わりが

進んでいないために老朽化が進んでいる地域である。このうち、長田南部地

区については、かつて工業地帯であり、工場労働者が居住するための長屋等

の建築が盛んな地区であった。東垂水地区は戦後に住宅需要が高まった地区

である。その他の地区についても都心の地区から比較的離れており、民間の

投資が進んでいなかったという背景がある。  
Ｑ 老朽建築物を除却する場合、平米当たり２万４，０００円を上限に補助が

出るとあるが、平均的にどの程度の割合を本事業の補助で賄えるのか。  
Ａ 自己負担なくほぼ満額で賄える場合が多い。建築時に基礎を打ち込んでい

た場合には、基礎の撤去費用が発生するので、補助費だけではカバーできず、

所有者にも負担分が生じることになる。  
Ｑ 「まちの不燃化促進事業」の予算枠（件数）について  
Ａ 平成２７年度と平成２８年度では募集条件を変えており、昨年度までは広

域の範囲を対象にしていたが、平成２８年度については区域をより限定し、

一件当たりの補助額を増額した経緯がある。申請件数としては１０件程度を

見込んで予算枠を設けている。すでに１件申請があり、連休明けに解体を始

める予定である。  

 



４ 視察概要―②  
（１） 視察先  
    大阪府大阪市  

 
（２） 視察月日  
    ５月１０日（火）  

 
（３） 対応者  

① 大阪市エリアマネジメント活動促進条例の制定・地権者負担のまちづくり制

度（ＢＩＤ）の導入について  
  大阪市都市計画局開発調整部 エリアマネジメント支援担当課長  

大阪市都市計画局開発調整部 開発誘導課（エリアマネジメント支援担当）  
担当係長  

②  阪急電鉄京都線・千里線（淡路駅付近）連続立体交差事業について  
    大阪市建設局道路部街路課 鉄道交差担当課長    

大阪市建設局道路部街路課 鉄道交差担当課長代理  
    大阪市建設局道路部街路課 鉄道交差担当係長    

③  三国東地区土地区画整理事業について  
大阪市都市整備局 三国東土地区画整理事務所所長   
大阪市都市整備局 三国東土地区画整理事務所副所長  
大阪市都市整備局 三国東土地区画整理事務所換地担当係長  

 
 
（４） 調査項目  

① 大阪市エリアマネジメント活動促進条例の制定・地権者負担のまちづくり制

度（ＢＩＤ）の導入について  
ア 条例制定の背景  

大阪市においては、土地利用の状況や立地事業所の規模などによって、エ

リアごとに地域の特性が違っており、地域が求める公共空間の質の在り方、

使い方に対するニーズも異なることから、それぞれの特色に対応した公共空

間のマネジメントへの要請が大変強かった。既に都心部の再開発エリアにお

いて任意でエリアマネジメントに取り組んでいた民間事業者から、大阪市と

して公的な形によるエリアマネジメントを実施してほしいとの要望が上がり、

市として任意から一歩進んだ形のエリアマネジメントを制度設計することと

なった。  
公共空間の質を向上させ、持続的に維持管理し、発展的に活用させる良質

なエリアマネジメントを行うには、行政のみならず公共空間を共有する市民



や民間事業者が主体的に協働して取り組む必要がある。  
しかし、現行の法制度上では、道路等の公共施設の維持・管理は基本的に

行政の権限に属しており、整備・管理や空間活用に民間が参画することには

制約があるだけでなく、仮に民間が参画する場合にも、資金面や活動の継続

性の裏付けが必要であった。  
こうした課題を考慮して検討されたのが、海外で広く取り入れられている

ＢＩＤ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｉｎｐｒｏｖｅｍｅｎｔ  ＤＩｓｔｒｉｃｔ、都

心環境改善地区）制度の導入である。ＢＩＤは、自治体が特定地域の地権者

や建物所有者から資金を徴収し、市民や民間企業でつくるエリアマネジメン

ト団体に交付をして資金的な裏づけを与えることで、当該団体が地域全体が

望む質の高い公共空間の維持管理や活用を行いやすくする制度である。  
平成２５年に大阪版ＢＩＤ制度検討会を立ち上げ、学識経験者等から意見

を聴取し、まずは大阪市におけるエリアマネジメントを展開していく上で、

現行法を前提とした「大阪版ＢＩＤ制度」を創設し、制度の実績を重ねてい

きながら、最終的には欧米のＢＩＤのような制度設計を「日本版ＢＩＤ」と

して創設することを国に対して促していくことを展開イメージとしている。  
検討結果を踏まえ、平成２６年３月に、全国で初となる「大阪市エリアマ

ネジメント活動促進条例」を制定、公布し、同年４月に施行した。  
イ エリアマネジメント活動促進制度の概要及び特徴  

大阪市におけるエリアマネジメント活動促進制度（大阪版ＢＩＤ）は、公

共空間の維持管理にエリアマネジメント団体を参画しやすくさせ、公共空間

のエリアマネジメントの質や地域の魅力を向上させることを目的とした制度

である。   
制度の運用にあたっては、国の既存の法律（都市再生特別措置法、地方自

治法）をパッケージ的に組み合わせることで運用している。  
概要としては、大阪市が市内の特定エリアの不動産所有者から分担金を徴

収し、市民や民間事業者から構成されるエリアマネジメント団体に補助金と

して交付し、当該団体が補助金を原資として創意工夫を活かした質の高い公

共空間の維持管理を行うものである。  
特徴としては、都市再生特別措置法の都市再生推進法人制度を活用して、

エリアマネジメント団体を法的な位置付けを持った事業主体として指定して

いること、海外のＢＩＤが資金を税金として地権者等から徴収しているのに

対して、大阪版ＢＩＤの場合は、地方自治法の分担金制度を活用して、大阪

市が分担金として徴収して団体に交付するという仕組みを用いていることな

どが挙げられる。  
エリアマネジメント団体が公権力の徴収による安定的な財源を確保するこ

とで、公共空間における継続的かつ自由度の高い活動及び維持管理を行える



ことを可能になった点が最も大きな特色である。  
都市再生推進法人としてのエリアマネジメント団体の役割としては、地区

計画の提案及び策定、都市再生整備計画の提案及び策定、大阪市や土地所有

者との間で「都市利便増進協定」を締結し、施設の整備・管理のルールにつ

いての合意形成を図ること、年度計画の策定などがある。  
なお、「都市利便増進協定」において一体的な整備又は管理の目的となる施

設のことを「都市利便増進施設」と呼び、公共施設内にある施設だけではな

く、民地内の公共的空間（公開空地等）に設ける施設であっても都市利増進

便協定の対象とすることできる。  
分担金の充当対象となる事業は、「都市利便増進協定」に位置付けた事業の

うち、公物管理など収益を伴わない事業（「都市利便増進施設」の維持管理で

あること、公共性があること、分担金負担者の直接的な受益につながってい

ることなど）に限られており、それ以外の収益に係る事業については民間団

体の自主財源による事業となる。  
ウ 条例の適用事例について  

      本条例の適用地区第１号となったのは、ＪＲ大阪駅北側の複合施設「グラ

ント大阪」を擁する「うめきた先行開発地区」である。  
対象エリア内の地権者らで構成されるエリアマネジメント団体「グランフロ

ント大阪ＴＭＯ」が平成２６年７月に都市再生推進法人として指定され、都

市再生整備計画の策定、都市利便増進協定の締結、年度計画等の段階を経て、

平成２７年４月から運用を開始した。  
当該地区においては、歩道空間の管理における施設の点検、放置自転車対

策、警備員による巡回、清掃などが分担金対象事業となり、巡回バスやオー

プンカフェ、ビアガーデン等のイベント、バナー広告などは民間団体による

自主財源事業として行われた。  
エ 今後の課題・展望について  

      大阪版ＢＩＤ制度の課題として、ＢＩＤ団体の法人格が一般社団法人等と

して位置付けられているため、自主財源確保への税制優遇が限定的であるこ

と、分担金の使途が、公共性があり受益との関係性が整理できる事業に限定

されており、収益事業等が自主財源に頼らざるを得ない点などがある。  
      大阪版ＢＩＤが先導的役割を果たして実績を積み重ね、国に対して制度強

化を要望し、日本版ＢＩＤ制度の創設の機運を高めていくことを展望してい

る。  

 
② 阪急電鉄京都線・千里線（淡路駅付近）連続立体交差事業について  

ア 事業の目的及び概要  
大阪市内においては、鉄道と道路の交差箇所が約８７０箇所ある。そのう



ち踏切数が１６８箇所、国から緊急対策踏切に指定されているものが５７箇

所ある。  
      阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業は、阪急京都線の崇禅寺駅～上

新庄駅付近、阪急千里線の柴島駅～吹田駅付近を高架化することにより、開

かずの踏切４箇所を含む１７箇所の踏切（大阪市内１６箇所、吹田市内１箇

所）を除却し、道路交通の円滑化及び踏切事故の解消を図るとともに、鉄道

により南北で分断されている市街地の一体化を図ることを目的としている。  
高架化される駅は崇禅寺駅、淡路駅、柴島駅、下新庄駅の４駅で、工事延

長は約７．１ｋｍである。また、同時施行で、淡路駅周辺地区土地区画整理

事業を関連事業として行っており、連続立体交差事業に要する用地の換地の

ための密集市街地の解消や駅前広場や商店街の再編を促進している。  
イ 事業経過及び現在の状況  
  平成６年１２月に都市計画決定を受け、事業認可を平成９年１月に事業認

可を取得した。その後、用地買収と鉄道詳細設計に着手し、工事は平成２０

年９月から着手した。平成２８年３月末現在の用地の取得率は９２％であり、

２１件ほど物件が残っている。  
事業期間について、平成９年１月の事業認可取得時の予定スケジュールで

は、平成２１年度に高架切替を行い、現線撤去を行った後、平成２４年度事

業完了を目標としていた。しかし、同時施行の区画整理事業における鉄道用

地の仮換地指定が地元との合意が進まず遅れたことなどがあり、平成１５年

度に事業期間の延長を行い、平成２９年の高架切替、平成３２年度の事業完

了に変更となった。さらに平成２７年度に、用地買収が進んでないことを踏

まえて再度の事業延長を行い、現在は平成３６年度に高架切替、平成３９年

度事業完了を目指している。  
ウ 事業の特徴  

      現在、淡路駅は平面ホームであり、これを高架化していくが、淡路駅土地

区画整理事業により１階に駅前広場を整備、２階に改札口を整備するため、

３・４階部分が高架線路部分となる予定であり、高さ約３０メートルの高層

構造となる点が特徴である。  
   事業ＰＲとして、近隣の小学校３年生を対象とした出前講座を、阪急電

鉄と共同で平成２３年度から延べ１０回実施している。内容としては、事業

に対する親近感の醸成や工事車両への注意喚起、踏切の安全な渡り方などの

安全啓発などを、現地の見学案内や学校内でのパワーポイント資料を用いた

説明会などで行っている。  
エ 課題について  

      事業用地の買収がこれまで難航してきている点である。事業を着手した平

成９年当時はまだ地価が高かったが、その後、事業期間が長期化するにつれ



て地価が下がっていき、現在では３割以下の地価となっている。理解が得ら

れるよう、今後も継続して用地取得に取り組んでいくことが求められている。 
予算面でも課題がある。事業費が全体で約１，６４０億円。このうち鉄道

事業者の負担は約１４０億円で、残りの約１，５００億円は市側の負担とな

り、市の予算編成の面で苦労が多い。予算が付かないと事業スケジュールが

ずれ込むため、国からの予算の確保も課題となってくるため、昨年度も川崎

市を含めた政令市で共同して、国に対する予算要望の活動に取り組んでいる。 

 
③ 三国東地区土地区画整理事業について  
 ア 事業化の背景  

     三国地域は明治４３年に三国駅が設置されたことを契機に、商店や住宅、小

工場が広がり、主に周辺工場地域の労働力の受け皿の住宅地として発展してき

た。戦災を逃れたこともあり、都市基盤が脆弱で、防災上危険な状況のまま、

細い道路や木造密集地域が形成されてきた。  
その後、隣接する新大阪駅周辺地区が土地区画整理事業により整備が行われ、

三国東地域においてもまちづくりの機運が高まった。こうした状況を踏まえて、

昭和４９年に「三国周辺町づくり研究会」が設立され、昭和５２年には、具体

的なまちづくりに関する協議を進めるため、「三国周辺町づくり研究会」と大阪

市との「連絡会」が設置された。この「連絡会」において、まちづくりの方向

性や具体的な整備方策について議論を進めていくこととなった。  
地域の玄関口であり、交通・商業の重要な拠点である三国駅周辺地区におい

て昭和６２年に事業計画が決定し、続いて、隣接する三国東地区においても、

「三国東地区協議会」が発足した。  
大阪市は、平成２年２月から６月にかけて三国東地区区画整理事業の計画案

を発表し、地元説明会を開催した。市は事業化の協議に入る予定であったが、

一部の地区住民から計画道路の必要性や移転の煩わしさ、現状のまちを守りた

いといった意見が出され、事業の白紙撤回を求める大きな反対運動へと発展し

た。平成４年には反対運動を受けて事業の一時中断が決定した。  
     しかし、平成７年に阪神淡路大震災が発生すると、大きな被害を受けた神戸

市と同じく老朽木造密集市街地を形成してきた三国東地区においても、防災性

向上のため、再びまちづくりの機運が高まった。平成７年９月に地元住民から

市長あてに三国東地区の区画整理によるまちづくり推進について要望書が提出

された。平成９年７月に「三国東地区まちづくり協議会」が発足し、平成１０

年８月には、協議会自身の手で作成された構想案に基づくまちづくりの要望書

が提出された。  
住民主体のまちづくりの機運の高まりを受けて、市は平成１１年２月に都市

計画決定を行い、平成１２年２月には地域の総意に基づいた「事業計画構想図」



が市長に提出された。平成１３年３月に事業計画が決定し、事業実施に至った。  
イ 事業概要  

施行対象地区面積は約３９ヘクタール、事業目的は、安全で災害に強い都市基

盤を整備し、快適でゆとりある住宅市街地形成を行い、魅力の高いまちづくりを

進めることである。 

権利者（土地所有者、借地権者）数は１，５２９人、移転棟数は１，６２１棟

である。このうち、地区内の棟数に占める移転割合は約８割である。総事業費は

４７４億円で、施行期間は平成１２年から平成３２年までである。  
ウ 事業の特徴  

今までの事業と比較して、仮換地指定を丁寧に行っている点である。従来、大

阪市では仮換地指定を行う場合は、まず仮換地の意向調査を行い、その内容を参

考にして指定案を作成、審議会の意見を聴取した上、通知を行っている。このプ

ロセスについて、三国東地区では大阪市初の取組として、各地権者向けの個別の

内容説明会や要望書の受理・調整を行うことで、地権者ニーズを反映させた形で

の仮換地の指定案を作成するプロセスとした。平成１９年９月に１０日間、指定

案の供覧を行ったところ、参加した地権者は約３００名、供覧会場前の廊下に行

列ができるほどであった。その後審議会に諮り、平成２０年３月に仮換地を実施

した。 

次に挙げられるのが都市再生住宅である。都市再生住宅は、本事業による移転

に伴い、これまで借家していた建物が仮換地先で再建されない時や再建されても

家賃が著しく高騰して、低所得、高齢、障害などの要因により住宅に困窮する借

家人の移転の際の受け皿住宅とすることを目的に、大阪市が地区内に建設する住

宅である。第１期は平成２３年１０月に竣工した。戸数は６８戸。第２期は平成

２９年１月に竣工予定で戸数は４２戸である。地区合計で１１０戸の従前居住者

用の都市再生住宅を確保している。入居するにあたって、従前家賃と新家賃の差

額が発生する場合については、５年間の傾斜減額家賃を導入しており、一定の緩

和を図っている。 

建物共同化も特色として挙げられる。事業着手時、本地区内の宅地面積の割合

は、２０坪未満の小規模宅地が全体の約５割を占めており、現状のままであると

事業後の新しい宅地も小規模とならざるを得ず、宅地の有効活用が難しい状況で

あった。 

このため、個別の宅地を集約換地し、共同住宅として再建を行う共同建て替え

を検討した。平成１５年から平成１６年にかけて共同建替のアンケートや勉強会

を実施したところ、約２０名から、共同建て替えを検討する旨申し出があり、平

成１７年度に検討会を結成した。その結果、１０名から共同建て替えに係る集約

換地願いが提出された。手法としては、参加希望者全員が土地に関する権利をい

ったんディベロッパーに全部譲渡し、ディベロッパーは対価として、新たに建設



した建物の一部を返還するという等価交換方式を採用した。平成２３年３月に工

事着手し、平成２４年４月から入居開始となった。  
エ 現在の状況  

棟数別の建物移転の進捗状況は、平成２７年度末現在で全体１，２６１棟中、  
   ４９２棟の移転を実施し、進捗率は約３９％である。  
    道路整備状況は、全体９，６２８ｍ中、１，７９２ｍで整備率は約１９％とな  

っている。事業費ベースで見ると、全体事業費４７４億円中、約５割の進捗状況  
となっている。  

  オ 課題及び今後の予定  
課題として、事業期間の長期化に伴い、地区内地権者が高齢化していること、

要移転物件についても老朽化が進んでいることなどが挙げられる。事業地区内か

らの転出者の増加による空き家の発生も懸念される。  
  今後については、様々な権利者の状況に合わせた柔軟な対応を行うとともに、

事業のさらなる効率的な実施が重要と考えている。今後もより良い街となるよう、

様々な工夫を行いながら、これまで以上に住民と行政が一体となったまちづくり

を進めていく。  

 
（５） 質疑概要主な質疑内容等  

① 大阪市エリアマネジメント活動促進条例の制定・地権者負担のまちづくり制

度（ＢＩＤ）の導入について  
Ｑ 欧米版のＢＩＤは、資産価値の下落に対する危機感に端を発して、民間が

主導して制度を推進してきた経緯がある。一方、行政による施設管理が行き

届いている日本において、ＢＩＤ制度は海外と同日に論じることができない

側面もあり、方向性を定めるのが難しいと思うが、どのようなコンセプトや

シンボルエリアの設定のもとに事業に取り組んでいるのか。 

Ａ エリアマネジメント団体も団体ごとによって温度差があり、駐輪対策だけ  
や清掃だけといった団体もあれば、市に対して収益向上、資産価値向上の観  
点から積極的に条例の利活用を提案する団体もある。  

  市としては、難波・梅田をシンボルエリアとして位置付けて、今後も事例

を積み上げていきながら、公物管理も含めて、「自分たちのまちは、自分たち

で資産価値を上げる」という意識を醸成する仕組みを作っていきたいと考え

ている。  
Ｑ 公共空間の事業化がメリットであると思うが、大阪市としては現在又は今

後、どのような公共空間施設を事業化の対象として想定しているか。  
Ａ 歩道や公園、公開空地をはじめ、地下道などについても、今後利活用の余

地があると考えている。  
Ｑ １事業あたりの分担金の交付金額について  



Ａ 唯一の適用事例である「うめきた先行開発地区」においては、平成２８年

度の認定額が約３，０００万円となっている。  
Ｑ エリアマネジメント団体の利益追求の可否について  
Ａ 位置付けとして一般社団法人となっており、利益を上げること自体は問題

はないが、株式配当がある株式会社とは違って利益を上げ過ぎても意味がな

いこともあり、収支については、およそプラスマイナスゼロとなっている。  
Ｑ 分担金の対象事業の枠組み（公共性があること、分担金負担者の直接的な

受益につながっていること）について、解釈の余地があると考えるが、現在、

歩道の管理などにとどまっている理由について  
Ａ 公共性や直接的な受益性の有無については、線引きが難しいところがあり、

制度の運用開始にあたって、弁護士等とも相談し、確実に適用可能な範囲に

まずは限定をした。今後、事例が積み重なり、公益性や受益性に対する認知

度が広まれば、対象事業の枠組みを拡大していく余地はあると考えている。  
Ｑ 地権者の構成が変わった場合などにおける、事業の見直しのタイミングに

ついて  
Ａ 基本的に事業者側がやめたいということであれば、やめることは可能であ

る。また、都市再生整備計画や地区運営計画は５年ごとの計画となっている

ため、５年経過時が事業者側の事業継続を見定めるタイミングになると考え

ている。  
② 阪急電鉄京都線・千里線（淡路駅付近）連続立体交差事業について  

Ｑ 事業区域に吹田市の市域が含まれているが、大阪市と吹田市の費用分担の

割合はどうなっているのか。  
Ａ あくまでも大阪市の事業が吹田市側に延長してしまっているだけなので、

吹田市の負担は全くなく、大阪市のみの負担である。事業により高架下に創

出される公共スペースの利用については、今後吹田市と調整する予定である。 
Ｑ 連続立体交差事業と淡路駅周辺地区土地区画整理事業が同時施行に至った

経緯について  
Ａ 淡路駅周辺は密集市街地であり、連続立体交差事業を行う場合、どうして

も新しい構造物をつくる土地スペースが必要となる。区画整理事業の手法に

よらない場合、用地買収をせざるを得ないが、駅近隣には商店街があり、用

地買収の手法であると、商店街を潰してしまう形となる。そのため、区画整

理により新しい商店街を創出することとした。  
Ｑ 高架構造物が高層化に至った経緯について  
Ａ 連続立体交差事業を計画するにあたっては、比較設計協議を国と行い、地

下化の検討も行った。その結果、地下鉄化した場合、事業費が３，０００億

円を超える試算となったため、高架化の手法を選択した。  
Ｑ 経済効果の観点でみた場合のストック効果の試算について  



Ａ ストック効果という観点から数字として有効的な試算を行うのは難しく、

事業効果を適切に表す指標について研究をしている。基本的に事業を採択す

る際には、費用対効果（Ｂｅｎｅｆｉｔ  ｂｙ  Ｃｏｓｔ、Ｂ／Ｃ）の指標を

用いており、本事業着手時のＢ／Ｃは１．９９であった。  
     連続立体交差事業の場合、踏切除却、交通の円滑化が目的となっているの  

で、通常の都市計画道路を設置する場合の便益と同じ考え方に基づいて、走  
行時間短縮便益、移動時間短縮便益、踏切事故解消便益の３つの便益につい  
て、踏切部分にあてはめて費用対効果が算出される。  

      このため、事業費用（Ｃｏｓｔ）が大きい割りに、効果（Ｂｅｎｅｆｉｔ） 
の面があまり出てこない形となってしまう。交通量が多い都心部ならば、効  
果も大きいであろうが、事業対象区域は住宅街が多いため、歩行者の便益は  
出るが、国基準のＢ／Ｃは車での便益を出す形になっているため、事業期間  
が長期化していることもあり、現在は１．５を切ってしまっている。  

  しかしながら、数字に表せない効果ももちろんあると考えており、土地利

用の活性化によるマンションの誘致効果や、渋滞解消によるＣＯ２削減効果

などについても、新しい効果指標として打ち出していきたいと考えている。  
Ｑ 事業進捗に伴って生じる日照や騒音問題への対応について  
Ａ 高架化により生じる問題としては、電波障害や日照阻害、騒音問題、プラ

イバシー配慮などが挙げられる。電波障害については、事前に調査を行い、

障害が発生するエリアを確定させ、構造物完成前に市が対象エリア内の家庭

のテレビを電波障害に対応したケーブルテレビへ切り替える対策を行ってい

る。日照阻害については、構造物完成時に調査を行い、日影が５時間以上生

じる場合に暖房費の補助を行う予定である。騒音対策については、工事の段

階で、レールをロングレール構造にしてつなぎ目を減らしたり、レールの重

量化により騒音の発生抑制に取り組んでいる。また、「消音バラスト」という、

構造物に細かい石を散布し、音を吸収させるなどの対策を行っている。既に

現在の平面ホーム走行時の騒音データを採取しているので、高架化事業完成

後にもデータを採取し、比較調査を行った上、悪化が見られた場合には対策

を講じていきたいと考えている。プライバシーについては、駅部に目隠しを

設置するなどの対策を施す予定である。  
Ｑ 周辺地域住民に対しての出前講座や見学説明の有無について  
Ａ 工事着手時には住民に対して工事説明会を行うが、着手後の現場見学につ

いても要望があれば対応可能な態勢を整えている。市には今までのところ問

合せはないが、電鉄会社には、地域の町会役員等から要望があり、随時見学

の案内を行っている。  

 
 


